
（１９）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５）【発行日】平成２３年８月１５日（２０１１．８．１５）
（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ）
（１１）【登録番号】意匠登録第１４２１２３１号（Ｄ１４２１２３１）
（２４）【登録日】平成２３年７月１５日（２０１１．７．１５）
（５４）【意匠に係る物品】包装用容器
【部分意匠】
【本意匠の意匠登録番号】意匠登録第１４１３９９２号（Ｄ１４１３９９２）
（５２）【意匠分類】Ｆ４－７３１
（５１）【国際意匠分類（参考）】０９－０１、０９－０３
【Ｄターム】Ｆ４－７３１Ａ、Ｆ４－７３１ＢＢ
（２１）【出願番号】意願２０１１－３４９８（Ｄ２０１１－３４９８）
（２２）【出願日】平成２３年２月１８日（２０１１．２．１８）
（３１）【優先権主張番号】００１７８７５２４
（３２）【優先日】平成２２年１１月３０日（２０１０．１１．３０）
（３３）【優先権主張国又は機関】共同体商標意匠庁（ＥＭ）
（７２）【創作者】
【氏名】石澤　卓
【住所又は居所】長野県諏訪市大和３丁目３番５号　セイコーエプソン　株式会社　内
（７２）【創作者】
【氏名】松本　斉
【住所又は居所】長野県諏訪市大和３丁目３番５号　セイコーエプソン　株式会社　内
（７２）【創作者】
【氏名】柳澤　光人
【住所又は居所】長野県諏訪市大和３丁目３番５号　セイコーエプソン　株式会社　内
（７２）【創作者】
【氏名】大西　野枝子
【住所又は居所】愛知県新城市川路字夜燈２３－２　本多プラス　株式会社　内
（７３）【意匠権者】
【識別番号】０００００２３６９
【氏名又は名称】セイコーエプソン株式会社
【氏名又は名称原語表記】ＳＥＩＫＯ　ＥＰＳＯＮ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【住所又は居所】東京都新宿区西新宿２丁目４番１号
【住所又は居所原語表記】４－１，Ｎｉｓｈｉ－Ｓｈｉｎｊｕｋｕ　２－ｃｈｏｍｅ，Ｓｈｉｎｊｕｋｕ－ｋｕ
，Ｔｏｋｙｏ　１６３－０８１１　ＪＡＰＡＮ
（７４）【代理人】
【識別番号】１０００６８７５５
【弁理士】
【氏名又は名称】恩田　博宣
（７４）【代理人】
【識別番号】１００１０５９５７
【弁理士】
【氏名又は名称】恩田　誠
【新規性喪失の例外の表示】意匠法第４条第２項の適用申請が有りました。
【審査官】尾曲　幸輔　　
（５５）【意匠に係る物品の説明】この意匠に係る物品は、プリンタのインクタンク等に使用される補充インク
用の容器である。
（５５）【意匠の説明】部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を実線で、それ以外を破線で表わしてい
る。各斜視図において表れる途切れた線（稜線）は、形状を特定するための線である。
【図面】
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【正面・平面・左側面側からの斜視図】

【背面・底面・右側面側からの斜視図】

【正面図】

(2)                       意匠登録１４２１２３１



【背面図】

【平面図】

(3)                       意匠登録１４２１２３１



【底面図】

【右側面図】

【左側面図】

(4)                       意匠登録１４２１２３１



【Ａ－Ａ断面図】

【上端部を切り離し栓として使用した状態の正面図】

(5)                       意匠登録１４２１２３１



【使用状態を示す参考図】

(6)                       意匠登録１４２１２３１




